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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
都
」
を
「
東
京
都
（
以
下
「
都
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
の
在
勤
地
」
の
下
に
「
又
は
被
災
地
支
援
の
業
務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
都
の
区
域
外
の
在
勤
地
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
内
国
旅
行
（
宿
泊
を
要
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
の
う
ち
近
接
地
内
に
出
張
を
命
じ
る
と

き
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
提
示
」
を
「
若
し
く
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
提
示
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
七
項
中
「
旅
行
雑
費
は
、
」
の
下
に
「
出
張
（
外
国
旅
行
に
お
け
る
近
接
地
外
の
出
張
を
除
く
。
）
又
は
近
接
地
内
の
赴
任
の
場
合
に

あ
つ
て
は
実
費
額
に
よ
り
、
近
接
地
外
の
赴
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
旅
行
雑
費
」
を
削
る
。

　

第
十
一
条
中
「
、
旅
行
雑
費
」
を
削
る
。

　

第
十
五
条
第
二
号
中
「
引
き
続
く
五
時
間
以
上
の
旅
行
で
、
在
勤
庁
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
百
円
の
額
の
」
を
「
別
表

第
一
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
の
定
額
」
を
「
に
規
定
す
る
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
旅
行
」
の
下
に
「
（
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
。
次

項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
定
額
」
を
「
規
定
に
よ
る
額
」
に
改
め
る
。
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二

　

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
中
」
の
下
に
「
「
旅
行
（
近
接
地
外
の
赴
任
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
旅
行
」
と
、
」
を
、
「
日
当
」
と
」
の
下
に
「
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
る
。

「

別
表
第
一
㈠
の
項
中

旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ
き
）

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
）

」
を

甲
地
方

乙
地
方

一
、
一
〇
〇
円

一
五
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
五
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

「

旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ
き
）

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
）

」
に
改
め
る
。

出
張
又
は
近
接
地
内
の
赴
任

近
接
地
外
の
赴
任

甲
地
方

乙
地
方

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
や
む
を
得

ず
負
担
し
た
通
話
料
金
等
の
額

一
、
一
〇
〇
円

一
五
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
五
〇
〇
円

一
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前

に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）



三

第
百
九
十
二
号
議
案
　
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
出
張
等
に
係
る
旅
行
雑
費
の
定
額
支
給
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
旅
行
命
令
等
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
所
要

の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


